
（参考）浄化槽設置等に関する手続き経路図 

１ 建築基準法による設置等の場合 

２ 浄化槽法による設置等の場合 

（参考）（第 17条関係）用途可分・不可分の事例 

（参考）浄化槽法定検査申込書 

別表第１ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準 （JISA3302：2000） 

別表第２ 「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準表」の「算定単位当たりの汚

水量及び BOD参考値」 

別図１ 土壌浸透装置の構造例（参考） 

浸透設備の構造例（参考） 

 

第１号様式 （建築基準法に基づく手続の場合）浄化槽設置に関する概要書 

第２号様式 （浄化槽法に基づく手続の場合）浄化槽設置届出書 

第３号様式 誓約書 

第４号様式 （建築基準法に基づく手続の場合）浄化槽変更に関する概要書 

第５号様式 （浄化槽法に基づく手続の場合）浄化槽変更届出書 

第６号様式 浄化槽使用開始報告書 

第７号様式 技術管理者変更報告書 

第８号様式 浄化槽管理者変更報告書 

省令様式第１号   （第９条の３関係）浄化槽使用休止届出書 

省令様式第１号の２ （第９条の４関係）浄化槽使用再開届出書 

省令様式第１号の３ （第９条の５関係）浄化槽使用廃止届出書 

第９号様式 浄化槽工事実施報告書 

第 10号様式 浄化槽保守点検受託報告書 

第 11号様式 浄化槽清掃受託報告書 

第 12号様式 浄化槽届出事項変更届 

第 13号様式 放流水の地下浸透処理に係る浄化槽工事完了報告書 

第 14号様式 浄化槽設置に係るチェックリスト 

第 15号様式 住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用申請書 

第 16号様式 住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用に関する誓約書 

第 17号様式 浄化槽放流水地下浸透事前協議書 

第 18号様式 設置予定地等調査報告書 

第 19号様式 土壌浸透装置又は浸透設備等維持管理に関する誓約書 

第 20号様式 地下浸透事前協議確認書 

第 21号様式 地下浸透事前協議通知書 
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ア 浄化槽設置に関する概要書 

（第 1号様式） 
1部（副本） 2部（うち 1部は指定用紙） 

イ 誓約書 － 2部 

ウ 浄化槽法廷検査申込書 － 1部（原本 1枚、複写 2枚） 

エ 浄化槽の構造図 － 2部 

オ 建築物の概要図 － 2部 

カ 地下浸透事前協議確認書（第 20号様式）の 
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ア 浄化槽設置に関する届出書 

（第 2号様式） 
2部（うち 1部は指定用紙） 1部（副本） 1部 

イ 誓約書（第 3号様式） 2部 － － 

ウ 浄化槽法廷検査申込書 1部（原本 1枚、複写 2枚） － － 

エ 浄化槽の構造図 2部 － 1部 

オ 建築物の概要図 2部 － 1部 

カ 地下浸透事前協議確認書（第 20号

様式）の写し（放流水を地下浸透処
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キ 浄化槽設置に係るチェックリスト
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別表第１ 

建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A3302-2000） 

EstimationofPopulationforWasteWaterPurifierofBuildings 

 

１．適用範囲 この規格は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準について規定

する。 

 

２．建築用途別処 

理対象人員算定基準 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、 表のとおりと

する。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が 明らかに実

情に添わないと考えられる場合には、 

当該資料などを基にしてこの算定人員を増減する ことができる。 

 

３．特殊の建築用途の適用 

３.１ 特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については、表準じて算定する。 

３.２ 同一建築物が２以上の異なった建築用途に供される場合は、それぞれの建築用途の項を適

用加算して処理対象人員を算定する。 

３.３ ２以上の建築物が共同で屎尿浄化槽 

を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 

３.４ 学校その他で、特定の収容される人だけが移動することによって、２以上の異なった建築

用途に使用する場合には、３.２及び３.３の適用加算又は建築物ごとの建築用途別処理対象

人員を軽減することができる。 
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